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買い換え

免許人が変更申請又は
変更届を総合通信局に提出 総合通信局で受理

免許人が変更申請
を総合通信局に提出

総合通信局
で受理

免許人が工事完了届及び
届出書（測定データを含む）を

総合通信局に提出

総合通信局
で許可

手続

手続

１ 機器の更新に併せた買い換え

２ 送信機出力端子と空中線との間にフィルタを挿入

※測定器は較正されてから
1年以内のものに限る。

無線機器

アンテナ

フィルタの挿入

変更検査が必要な場合もある。

免許人が登録検査等事業者やディーラー等が測定※

したデータを届出書に記載し総合通信局に提出。
（同一型式の無線設備については1台の測定データで可能。）

総合通信局で受理

製造業者等

スプリアス測定
データの提出

総務省
本省

免許人が総務省HPのリストを確認の上、届出書を
総合通信局に提出（測定データは提出不要）

総合通信局で受理

手続

手続

３ 実力値の測定

４ 製造業者等が測定したデータの活用

※1 測定器は較正されてから
1年以内のものに限る。

測定器※1

無線機器※2

HP公表

総合通信局等

免許人

※測定器は較正されてから
1年以内のものに限る。

※2 同一型式の場合は製造年月が
最も古いもの又は使用期間が最
も長いものの測定が必要です。
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